
届
出
が
必
要
で
す

国
民
健
康
保
険
の

第
三
者
行
為
で
の
治
療

　
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る

人
が
、
交
通
事
故（
自
損
事
故
含
む
）

や
傷
害
事
件
な
ど
、
第
三
者（
加
害

者
）の
行
為
に
よ
り
け
が
や
病
気
を

し
、
保
険
証
を
使
っ
て
治
療
を
受
け

る
場
合
は
、
保
険
者（
旭
市
）に
事
前

に
届
出
が
必
要
で
す
。

　
そ
の
場
合
の
治
療
費
は
、
本
来
第

三
者
が
責
任
に
応
じ
て
負
担
す
べ
き

も
の
を
、
市
が
一
時
的
に
立
て
替
え
、

後
日
請
求
す
る
も
の
で
す
。

　
忘
れ
ず
に
届
出
を
し
ま
し
ょ
う
。

原
因
と
対
処
法

第
三
者
行
為
に
よ
る
病
気
や
け
が

（
交
通
事
故
や
傷
害
な
ど
）

①
市
役
所
で
「
被
保
険
者
証
の
使
用

許
可
申
請
書
」
を
提
出

②
発
行
さ
れ
た
「
許
可
書
」
を
持
っ

て
病
院
を
受
診

③
受
診
後
、
で
き
る
だ
け
速
や
か
に

「
第
三
者
行
為
に
よ
る
傷
病
届
」

を
提
出

自
分
自
身
で
の
転
倒
や
衝
突
な
ど
の

け
が（
自
損
事
故
）

①
市
役
所
で
「
被
保
険
者
証
の
使
用

許
可
申
請
書
」
と
「
傷
病
届
」
を

提
出

②
発
行
さ
れ
た
「
許
可
書
」
を
持
っ

て
病
院
を
受
診

通
勤
中
・
業
務
中
の
け
が
や
病
気

①
「
労
働
者
災
害
補
償
保
険（
労

災
）」
の
適
用
と
な
る
場
合
が
あ

る
の
で
、
事
業
所（
会
社
）に
相
談

※
必
要
書
類
は
、
保
険
年
金
課
や
各

支
所
の
窓
口
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
入
手
で
き
ま
す
。

●
第
三
者
行
為
に
よ
る
病
気
や
け
が

の
例

◦
交
通
事
故

◦
自
損
事
故
の
同
乗
者
だ
っ
た
場
合

（
運
転
者
が
第
三
者
と
な
り
ま
す
）

◦
一
方
的
な
暴
力
や
傷
害
行
為
を
受

け
た
場
合

●
国
民
健
康
保
険
が
使
え
な
い
場
合

の
例

◦
犯
罪
行
為
や
故
意
の
事
故
、
自
傷

行
為

◦
飲
酒
運
転
や
無
免
許
運
転
な
ど
の

悪
質
な
法
令
違
反

◦
け
ん
か（
一
方
的
な
暴
力
や
傷
害

行
為
を
受
け
た
場
合
を
除
く
）

問
保
険
年
金
課
国
民
健
康
保
険
班

（
☎
62
‐
５
３
３
１
）

「
N
O
! 

不
正
軽
油
宣
言
・
千
葉
」

10
月
は

「
全
国
不
正
軽
油
撲
滅
強
化
月
間
」

　
不
正
軽
油
の
製
造
・
販
売
・
使
用

は
、
脱
税
行
為
だ
け
で
な
く
、
県
民

の
健
康
や
地
域
の
環
境
に
悪
影
響
を

与
え
る
犯
罪
行
為
で
す
。

　
10
月
は
不
正
軽
油
の
撲
滅
を
目
指

し
て
、
全
国
一
斉
に
さ
ま
ざ
ま
な
取

り
組
み
が
行
わ
れ
ま
す
。
県
で
は
、

こ
の
期
間
に
合
わ
せ
、
集
中
的
な
調

査
を
実
施
し
ま
す
。

問
香
取
県
税
事
務
所（
☎
０
４
７
８

‐
54
‐
１
３
１
４
）

電
話
で
無
料
相
談

第
35
回
「
目
の
愛
護
デ
ー
」

　
千
葉
県
眼
科
医
会
会
員
が
、
目
の

健
康
に
つ
い
て
の
相
談
に
答
え
ま
す
。

事
前
の
申
し
込
み
は
不
要
で
す
。

日
時
／
10
月
９
日（
月
・
祝
）　
午
前

９
時
〜
午
後
４
時

相
談
電
話
／
０
４
３
‐
２
４
２
‐
４

２
７
１（
当
日
の
み
）

問
千
葉
県
眼
科
医
会
事
務
局（
☎
０

４
３
６
‐
26
‐
５
５
６
７
）

移
動
暴
力
相
談
所
を
開
設

暴
力
団
か
ら
の
被
害
防
止

と
保
護
救
済
の
た
め

日
時
／
10
月
11
日
（水）　
午
前
10
時
〜

午
後
４
時

場
所
／
海
匝
地
域
振
興
事
務
所
１
階

相
談
室

問
公
益
財
団
法
人
千
葉
県
暴
力
団
追

放
県
民
会
議
事
務
局（
☎
０
４
３
‐

２
５
４
‐
８
９
３
０
）

袋
東
た
め
池

秋
の
へ
ら
鮒
釣
り
大
会

日
時
／
10
月
22
日
（日）　
午
前
５
時
30

分
受
け
付
け
開
始

場
所
／
袋
東
た
め
池

費
用
／
１
、
０
０
０
円

※
弁
当
代
含
む
、
参
加
賞
あ
り
。

問
大
会
事
務
局（
☎
63
‐
９
０
７

７
）長

熊
釣
堀
セ
ン
タ
ー

秋
の
ヘ
ラ
ブ
ナ
釣
大
会

日
時
／
11
月
３
日（
金
・
祝
）　
午
前

６
時
受
付
開
始

場
所
／
長
熊
釣
堀
セ
ン
タ
ー

費
用
／
２
、
０
０
０
円（
小
学
生
以

下
：
１
、
０
０
０
円
）

※
弁
当
代
含
む
、
参
加
賞
あ
り
。

前
売
り
券
／
10
月
１
日
（日）
か
ら
長
熊

釣
堀
セ
ン
タ
ー
管
理
棟
で
販
売（
販

売
数
２
６
０
枚
）。

問
長
熊
釣
堀
セ
ン
タ
ー（
☎
68
‐

４
６
０
２
）

大勢の参加者が釣果を競う

12月17日（日）は
旭市議会議員選挙の投票日

　任期満了に伴う旭市議会議員選挙は次の
とおり行われます。
　なお議員の定数は20人です。

選挙の日程
告示・立候補受け付け／12月10日（日）
期日前投票／12月11日（月）〜16日（土）

立候補予定者説明会
日時／11月11日（土）　午前10時から
場所／旭市役所本庁３階委員会室
※�各候補者につき２人以内で出席してくだ
さい。
問旭市選挙管理委員会（☎62-5310・総務
課庶務行政班内）
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10
月
１
日
（日）
〜
７
日
（土）

全
国
労
働
衛
生
週
間

　
「
働
き
方
改
革
で
見
直
そ
う　

み

ん
な
が
輝
く　

健
康
職
場
」
を
ス

ロ
ー
ガ
ン
に
掲
げ
、
労
働
者
の
健
康

を
め
ぐ
る
問
題
を
踏
ま
え
て
、
治
療

を
し
な
が
ら
仕
事
を
し
て
い
る
人
の
、

治
療
と
仕
事
の
両
立
に
向
け
た
、
さ

ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
に
つ
い
て
推
進

す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

問
銚
子
労
働
基
準
監
督
署（
☎
０
４

７
９
‐
22
‐
８
１
０
０
）

10
月
15
日
（日）
〜
21
日
（土）

違
反
建
築
防
止
週
間

　
違
反
建
築
防
止
週
間
に
は
建
築
パ

ト
ロ
ー
ル
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

　
生
命
・
健
康
・
財
産
を
守
る
た
め

に
、
建
築
基
準
法
な
ど
の
法
令
や
手

続
き
を
守
り
、
建
物
の
安
全
性
を
確

保
し
ま
し
ょ
う
。

問
都
市
整
備
課
建
築
班（
☎
62
‐
５

８
９
５
）

相
談
し
ま
せ
ん
か

10
月
16
日
か
ら
22
日
は

「
行
政
相
談
週
間
」
で
す

　
毎
日
の
暮
ら
し
の
中
で
、
国
や
特

殊
法
人
な
ど
の
仕
事
に
つ
い
て
「
相

談
し
た
い
こ
と
が
あ
る
の
に
、
ど
こ

に
行
け
ば
い
い
か
分
か
ら
な
い
」「
苦

情
を
言
い
た
い
け
ど
、
直
接
窓
口
に

は
、
言
い
た
く
な
い
」
そ
ん
な
と
き

は
、
行
政
相
談
委
員
に
相
談
し
て
く

だ
さ
い
。

　
相
談
は
無
料
で
、
予
約
の
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん
。
相
談
者
の
秘
密
は
固

く
守
ら
れ
ま
す
。

相
談
日
／
●
10
月
10
日

（火）（
市
役
所

本
庁
）　
●
10
月
24
日

（火）（
海
上
支
所
）

時
間
／
午
後
１
時
30
分
〜
３
時
30
分

問
市
民
生
活
課
市
民
生
活
支
援
班

（
☎
62
‐
５
３
９
６
）

不
動
産
を
公
売
し
ま
す

差
し
押
さ
え
物
件
の

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
オ
ー
ク
シ
ョ
ン

　
市
税
滞
納
の
た
め
差
し
押
さ
え
た

不
動
産
を
「
Ｙ
ａ
ｈ
ｏ
ｏ
！ 

官
公

庁
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
」
で
公
売
し
ま
す
。

く
わ
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
見

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

参
加
申
込
期
間
／
11
月
８
日

（水）　
午

後
１
時
〜
21
日

（火）　
午
後
11
時

入
札
期
間
／
11
月
28
日

（火）　
午
後
１

時
〜
12
月
５
日

（火）　
午
後
１
時

※
今
回
の
物
件
は
農
地
の
た
め
、

「
買
受
適
格
証
明
書
」
が
な
い
と

公
売
に
参
加
で
き
ま
せ
ん
。

問
税
務
課
収
税
班（
☎
62
‐
５
３
２

２
）あ

な
た
の
募
金
が
役
立
て
ら
れ
ま
す

「
赤
い
羽
根
募
金
」に
協
力
を

　
10
月
１
日

（日）
か
ら
12
月
31
日

（日）
を

実
施
期
間
と
し
た
、
赤
い
羽
根
共
同

募
金
が
始
ま
り
ま
し
た
。

　
皆
さ
ん
か
ら
の
募
金
は
、
千
葉
県

共
同
募
金
会
を
通
じ
て
社
会
福
祉
協

議
会
や
社
会
福
祉
施
設
に
配
分
さ
れ
、

寝
た
き
り
の
お
年
寄
り
や
体
の
不
自

由
な
人
な
ど
、
手
助
け
を
必
要
と
す

る
人
た
ち
の
た
め
に
役
立
て
ら
れ
ま

す
。

問
旭
市
社
会
福
祉
協
議
会（
☎
57
‐

５
５
７
７
）

里
親
募
集

あ
な
た
を
必
要
と
し
て
い
る

子
ど
も
が
い
ま
す

　
子
ど
も
が
健
や
か
に
成
長
す
る
た

め
に
は
、
安
定
し
た
家
庭
環
境
の
中

で
、
温
か
い
愛
情
を
受
け
る
こ
と
が

必
要
で
す
。

　
親
の
病
気
や
離
婚
な
ど
さ
ま
ざ
ま

な
事
情
に
よ
り
、
家
庭
的
な
温
も
り

を
求
め
て
い
る
子
ど
も
を
、
家
庭
と

し
て
迎
え
入
れ
、
愛
情
と
誠
意
を

持
っ
て
育
て
て
く
れ
る
里
親
を
募
集

し
て
い
ま
す
。

　

委
託
期
間（
里
親
家
庭
に
子
ど
も

を
預
け
る
期
間
）は
、
１
週
間
程
度

か
ら
数
年
程
度
ま
で
さ
ま
ざ
ま
で
す
。

委
託
を
受
け
た
里
親
に
は
、
子
ど
も

の
生
活
費
な
ど
が
委
託
費
と
し
て
支

払
わ
れ
ま
す
。

問
銚
子
児
童
相
談
所（
☎
０
４
７
９

‐
23
‐
０
０
７
６
）

インフォメーション
くらしの

ワイド
問
…
問
い
合
わ
せ

　

…
申
し
込
み

◆市県民税　第３期
◆国民健康保険税　第５期
◆介護保険料　第５期
◆後期高齢者医療保険料　第４期
納期限は10月31日（火）です。
※国民年金保険料は毎月納付です。

今月の納期

　浄化槽は１年に１回以上の清掃を実施すること
が、法律で義務付けられています。清掃は東総衛
生組合の許可を受けた業者に依頼してください。
【清掃許可業者】
旭市
●（株）加藤設備（☎63-8277）　
●（株）旭住宅 （☎63-8150）
●旭衛生センター（株）（☎63-9551）
●（有）いしげ水質管理センター（☎63-2282）　
匝瑳市
●（株）トーソーエンバイテック（☎72-4231）
●（有）銚子浄化槽管理センター（☎73-3840）
横芝光町
●（株）五十嵐商会海匝営業所（☎84-1119）
●（有）光クリーンセンター（☎84-2244）
●（有）ユート・アメニティ（☎84-3270）
問東総衛生組合旭クリーンパーク（☎62-0794）

浄化槽は定期的に清掃を
合併・単独浄化槽の汚泥引き抜き

©千葉県共同募金会
マスコットキャラクター
「びわぴよ」
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